
- 1 - 

 

２０２１年５月３１日 

ＪＲ東海労新幹線関西地本 

編集 業務部  №２６ 

 

２０２１年５月２６日、新大阪日之出会議室において「申」第３２号について、会社

は団体交渉の開催を拒否し、会社側幹事から口頭による回答がありました。 

 以下、組合の申し入れと会社回答。 

ＪＲ東海労幹関西地「申」第３２号 

                                             ２ ０ ２ １ 年 ４ 月 ９ 日 

 

「新大阪駅、大阪交番検査車両所社員の新型コロナウイルス感染」に関する申し入れ 

 

 ４月６日、新大阪駅に勤務する社員２名が新型コロナウイルスに感染したことが判明

した。その後、新たに２名の陽性反応が判明し４名の感染者が出ている。さらに、７名

の社員が検査結果待ちとのことである。また４月７日には、大阪交番検査車両所でも感

染者が出ている。大阪府内での新型コロナウイルスの感染状況は非常に厳しいものとな

っており、誰が感染してもおかしくない状態である。この厳しい状況のなか、感染予防

対策やクラスター対策をさらに強化しなければならない。しかし、会社として社員への

感染予防対策や、感染者が発生した後のクラスター対策も含めた社員への周知は不十分

である。 

 よって、以下のように申し入れるので早急に対策を講じ、団体交渉を開催すること。 

 

１．当該社員が「新型コロナウイルス」に感染が判明するまでに従事した勤務形態等を

時系列等で明らかにすること。 

【会社回答】個々の社員の勤務指定、勤務認証については回答しない。 

 

２．新大阪駅、大阪交番検査車両所で働く社員、関係会社社員のＰＣＲ検査を会社負担で

早急に実施すること。 

【会社回答】こまめな手洗いや手指の消毒等による感染予防や検温等の健康管理を徹底 

しており、現時点でＰＣＲ検査を実施する予定はない。なお、個別の事象に対するＰＣ 

Ｒ検査の受検要否については、保健所の指示があればそれに従う。関係会社社員に関し 

ては、当社の判断でＰＣＲ検査を実施することは出来ない為、回答する立場にない。 

 

３．４月５日から適用された「まん延防止等重点措置」の観点からも新大阪駅、大阪交番

検査車両所で働く社員、関係会社社員において感染予防の観点から在宅日勤を早急に

実施すること。 

【会社回答】在宅勤務の実施については、在宅勤務が可能な業務については、必要に応

じて在宅勤務を指定している。 

 

４．関西支社管内で働く社員への業研、ＯＳ、訓練等は直ちに中止すること。 

【会社回答】必要な業務については、感染防止対策を実施したうえで引き続き実施し

ていく。 
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５．社員が新型コロナウイルスに感染した時の社員への周知(概況、対策等)を行い、社員

が安心して業務が出来るように速やかに行うこと。 

【会社回答】関係箇所においてはすでに掲示等で周知しており、必要な範囲で体調把握 

を行っている。体調が悪い場合は速やかに申告するよう社員に周知している。 

 

６．当該社員に対する職場復帰のフォローをしっかりと行うこと。また、当該社員が職場

に復帰するまでの賃金は１００％補償すること。 

【会社回答】保健所等の指示に基づき、会社として適切に対応していく。賃金について

も、法令等に則って適切に対応していく。 

 

（若干のやりとり） 

組合：新大阪駅で４人が感染して７人が検査待ちという話はどうなったのか。 

会社：新大阪駅で同時ではないが５人の感染者が出ている。 

組合：濃厚接触者は。 

会社：２人である。 

組合：そのことについて職場で周知しているのか。 

会社：必ず全て掲示ではないが周知している。 

組合：大交両では掲示しているが新大阪では掲示していない。掲示するべきである。 

会社：必要な社員には周知している。適切に対処している。 

組合：新大阪駅はクラスター発生である。会社のホームページで明らかにすること。 

会社：クラスターかどうか我々が判断する話ではない。プレスについては総合的に勘 

案して判断している。別に前から変わっていない。 

組合：前はプレス発表していた。 

会社：総合的に勘案しては変わっていない。 

組合：駅は、お客様と接する所である。公共交通機関としての社会的責任がある。お 

客様の安全を考えると今回プレス発表しない事はおかしい。 

会社：お客様への影響も勘案して総合的に判断している。 

組合：今までプレス発表していて、今回やらないのは何か都合が悪い事があるから明 

らかにしないのではないのか。 

会社：社員には周知している。 

組合：お客様には。 

会社：プレスについては、お客様への影響も把握したうえ総合的に判断している。 

組合：５人感染者が出ればクラスターである。だから明らかにしないのでは。 

会社：５人イコール、クラスターではない。クラスターだからプレス発表しないと言 

うことではない。 

組合：緊急事態宣言が出ている中で、職場からクラスターを発生させない為にも独自 

でＰＣＲ検査を行うべきである。 

会社：保健所の指示があれば行うが、現時点ではＰＣＲ検査を実施する考えはない。 

お客様、社員・家族の安全確保のために周知徹底、

Ｐ Ｃ Ｒ 検査の実施を求める！  
以上 


